
（７）水道事業会計決算の状況 

ア 総括事項 

平成２４年度の水道事業は、平成２２年度に策定した流山市水道事業基本計

画（平成２３年度～平成３２年度：以下「基本計画」という。）の「市民への安

全な水の安定供給をめざして」を基本方針とし、流山市水道事業第６次拡張変

更計画（以下「第６次拡張計画」という。）及び平成２３年度に策定した財政計

画（平成２４年度～平成２７年度）に基づいて事業を実施した。 

今年度、特筆すべき事項は、平成２４年５月１８日に発生した利根川水系の

水質事故で、これは、金属加工業者 ＤＯＷＡハイテック株式会社が産業廃棄

物（廃液）の処理を廃棄物処理業者 高崎金属工業株式会社に依頼したが十分

な処理がされず利根川支流の烏川に排出したため、翌１９日には、利根川水系

江戸川から原水を取水している北千葉広域水道企業団で、原水に含まれたヘキ

サメチレンテトラミンが塩素と化合しホルムアルデヒドが生成されたことから、

同企業団は、各構成団体に対し送水を停止せざるを得ない状況となり、本市へ

の送水も停止された。 

本市では、北千葉からの送水停止を受け、５月１９日午後２時から市内全域

を対象に給水を停止し、結果的に市内全世帯で断水となった。このため、午後

４時から市内４浄水場において市民に飲料水の応急給水を実施した。 

午後６時過ぎには、企業団からの送水が再開され、本市でも順次、給水を開

始し午後１１時３０分頃には断水が全て解除となったが、一部の地域で鉄さび

の混じった濁り水（赤水）が発生したため、市内の全水道利用者を対象に６～

７月の検針分から一律１立方メートル（全栓数：６６，８７７栓、１１，５７

９，３７９円）を減免することとした。 

また、今年は、７月後半からの少雨傾向により利根川上流ダム群の貯水率が

急激に低下したことから、千葉県では９月４日に「千葉県渇水対策本部」を設

置し、流山市水道局でも９月６日に渇水対策会議を設置し渇水時における対応

を協議した。９月１１日には利根川水系から取水している１都５県で１０％の

取水制限が開始され、本市においても北千葉広域水道企業団からの送水が制限

されたが、市民に対し節水に協力するようＰＲ活動に努めるとともに、地下水

の汲み上げを強化して取水制限による減水や水圧の低下等を補い、市民生活に

影響が生じないよう運転管理に努めた。 

一方、水道事業を取り巻く環境は、節水意識が定着し、節水機能を有する洗



濯機や節水型トイレ等普及により、一人当たりの一日平均給水量が年々減少傾

向にあり、給水量は前年度に比較して減少した。 

今年度の年間給水量は１７，０１４，８６３立方メートルで、前年度比

１２４，５７７立方メートル（０．７３パーセント）減となっている。また、

年間有収水量は１５，８４９，１３３立方メートルで、前年度比５８，３０１

立方メートル（０．３７パーセント）の減となった。 

運営面においては、検針から料金の収納に至る一連の業務及び浄水場の運転

管理業務を継続して民間に委託し、水道利用者の利便性の向上とおおたかの森

浄水場での市内４か所の浄水場を一元的に運転管理し、効率的な運用に努めた。 

 

イ 建設事業 

基本計画及び第６次拡張計画に基づき、既設浄水場更新事業を推進するとと

もに、各浄水場の修繕を実施したほか、配水管の改良、拡張工事を実施した。 

既設浄水場更新事業については、平成１９年度から平成２４年度までの６か

年継続事業として行ってきた江戸川台浄水場更新事業のうち、平成２３年度か

ら平成２４年度までの期間で実施した管理棟建築工事及び電気・機械設備更新

工事が完成し、継続事業が終了した。 

一方、配水施設整備事業は、給水区域の安定給水と水圧を確保するため、配

水管の口径変更と塩化ビニル管等を地震に強いダクタイル鋳鉄管や水道配水用

ポリエチレン管に改良する配水管改良工事１２件、延長６，９３９．０メート

ルを布設したほか、舗装本復旧工事４件、面積１９，９４２．０平方メートル

を舗装した。また、安定した水供給及び未給水区域の解消を図るため、配水管

拡張工事３件、延長１，３１８．１メートルを布設したほか、舗装本復旧工事

１件、面積１，９７５．０平方メートルを舗装した。 

更に、つくばエクスプレス沿線整備事業に係る配水管拡張工事として、木地

区、運動公園周辺地区、新市街地地区及び西平井・鰭ヶ崎地区において拡張工

事 １ ２ 件 、 延 長 １ ０ ， ２ ４ ７ ． ２ メ ー ト ル を 布 設 し た 。 

このほか、平方、松ヶ丘地先において配水管の機能低下や汚れの発生を防ぐ

ため、延長１，８３４．０メートルの管洗浄を行い、配水管の更生を図った。 

既設浄水場の維持修繕については、①江戸川台浄水場次亜注入設備修繕②江

戸川台浄水場ろ過機流量計修繕③西平井浄水場１・２号ろ過機修繕等を実施し、

飲用水の安定供給を図った。また、平成１８年度から導入した運転管理、薬品



調達管理、設備点検及び小規模修繕等を包括的に民間委託する浄水場運転管理

等業務については、平成２０年度に契約を締結し、平成２５年度までの委託期

間で業務を遂行しており、引き続き安心・安全な水の安定供給を追求しながら、

省力化及びコストの縮減を図った。 

 

ウ 業務の状況 

平成８年７月以来の水道料金改定を平成２４年９月１日に施行した。改定内

容は、基本水量１０立方メートル以下が同一料金であることによって生じる水

道利用者の不公平感を解消するため、水道管の口径が１３、２０及び２５ｍｍ

の契約者の基本水量を１０立方メートルから５立方メートルに見直した。基本

料金は、１３ｍｍが１，００８円、２０ｍｍが１，３９６．５円、２５ｍｍが

１，７２２円にそれぞれ改定し、使用水量５立方メートルを超え１０立方メー

トルまでの１立方メートル当たりの従量料金単価を新たに１４．７円と設定し

た。また、水道メーターの元栓は、案内状等により水道利用者でも簡単かつ安

全に開閉することができることなどを勘案し、閉開栓手数料６００円を廃止し

た 。 

平成２４年度末の給水人口は１６５，１６２人で、前年度に比べ１，１９５

人増加し、給水普及率は９８．５８パーセントとなった。 

年間有収水量は１５，８４９，１３３立方メートルとなり、前年度に比べ５

８，３０１立方メートルの減となった。 

また、水道料金等の不納欠損金処理は、６８２件、３，４５４，９１１円で、

前年度に比べ１，１９０，４０３円の減となった。 

こ の ほ か 、 給 水 申 込 納 付 金 の 調 定 状 況 は 、 １ ， ５ ７ ６ 件 、

４ １ ７ ， ９ ５ ２ ， ５ ０ ０ 円 、 臨 時 給 水 に つ い て は 、 ３ ４ １ 件 、

１０，４６８，３９６円となった。 

 

エ 経理の状況 

水道局が所有する現金預金は、平成２３年度決算において５，６４６，２９

４，８７０円を保有し、このうち普通預金に１，０４４，１７４，４０８円、

定期預金に４，６０２，１２０，４６２円を預入し、受取利息の確保に努めた。 

しかし、平成１７年４月にペイオフ制度が全面解禁され、本市水道局の現金

預金も対象であることから、安全性を考慮するため、１０月に流山市水道局資



金管理計画を策定し普通預金を決済用普通預金に変更（１２月３日変更）する

とともに、ステップ計画に基づき段階的に定期預金から国債の購入に変更する

こととし、２月及び３月には国庫短期証券を購入し資金運用を図った。 

収益的収入は、３，５１０，２８０，４５５円で、前年度に比べ２７，７６

４，１０２円の減収となった。この主な要因は、給水収益及び給水申込納付金

収入が減少したこと等によるものである。 

一方、収益的支出は、３，２５２，５８６，５７１円で、前年度に比べ 

８４，５２８，８７８円の増加となった。この主な要因は、ホルムアルデヒド

流出による水質事故に係る災害損失や西平井浄水場用地取得費が発生したこと

等によるものである。 

このような状況の中、平成２４年度の損益は、税抜きによる収益的収入が 

３，３４４，５０５，９９２円、収益的支出が３，１６１，７６２，６５６円

であることから、差引１８２，７４３，３３６円の純利益を計上することがで

きた。 

資本的収入は、３２９，６７１，０９８円で、前年度に比べ１４，４８９，

７４３円の増収となった。その主な要因は、工事負担金収入が増加したこと等

によるものである。 

この資本的収入のうち、工事負担金３１２，４０６，１００円は、資本的支

出のつくばエクスプレス沿線整備事業費に充てるため、独立行政法人都市再生

機構、千葉県及び流山市の各区画整理施行者との協定に基づき納付されたもの

である。 

一方、資本的支出は、２，３７４，７１０，１５０円で、前年度に比べ 

１，０２７，６７１，６５０円の増加となった。その主な要因は、江戸川台浄

水場管理棟建築工事及び電気・機械設備更新工事の完成により、建設改良費が

大幅に増加したことによるものである。 

 

 

 

 

 

 

 



オ 議会議決事項 

議 案 

番 号 
件            名 提出年月日 議決年月日 

議  案 

第４５号 

流山市水道事業給水条例の一部を改正する条例の

制定について 
H24. 6. 7 H24. 6.26 

議  案 

第６３号 

平成２４年度流山市水道事業会計補正予算（第１

号） 
H24. 9. 6 H24.10. 9 

議  案 

第６６号 

平成２３年度流山市水道事業会計決算認定につい

て 
H24. 9. 6 H24.10. 9 

議  案 

第９５号 

平成２４年度流山市水道事業会計補正予算（第２

号） 
H24.11.27 H24.12.17 

議  案 

第９７号 

流山市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び

資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関す

る条例の制定について 

H24.11.27 H24.12.17 

議  案 

第９８号 

流山市水道事業給水条例の一部を改正する条例の

制定について 
H24.11.27 H24.12.17 

議  案 

第２３号 
平成２５年度流山市水道事業会計予算 H25. 2.21 H25. 3.22 

議  案 

第２４号 

平成２４年度流山市水道事業会計補正予算（第３

号） 
H25. 2.21 H25. 3.22 

 

カ 職員に関する事項（水道事業管理者を除く） 

職   種 
平成２５年３月３１日 

現在の職員数（人） 

平成２４年３月３１日 

現在の職員数（人） 

増 減      

（人） 

事 務 職 員 １５       １５       ０ 

技 術 職 員 ９      １０       △１ 

合 計 ２４       ２５       △１ 

 

 

 

 

 

 


